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宍粟市中小企業等振興基本条例（案）に係るパブリックコメント実施要領 

 

 

１. 案件名 

宍粟市中小企業等振興基本条例（案）に関するパブリックコメント 

 

２. 募集期間 

平成 29年 12月 20日（水）から平成 30年１月 18日（木）まで 【30日間】 

 

３. 担当課 

    産業部 商工観光課 商工労政係 

 

４. 募集の要旨 

この条例は、中小企業及び小規模企業が地域の経済及び雇用を支え、地域社会の担

い手として重要な役割を果たしていることを踏まえ、中小企業及び小規模企業の振興の

基本となる事項を定めることにより、地域産業振興の施策を総合的に推進するとともに、宍

粟市における地域創生を実効性のあるものとし、もって地域経済の発展、雇用の促進及

び市民生活の向上を図ることを目的として制定します。 

 

５. 公表する資料 

宍粟市中小企業等振興基本条例（案）  ※別紙参照 

 

６. 閲覧場所及び時間 

場   所 閲 覧 時 間 

市役所商工観光課 
午前８時 30分から午後５時 15分まで 

月曜日から金曜日まで（祝日を除く） 
各市民局まちづくり推進課 

三方町出張所 

市立図書館 午前 10時から午後５時 30分まで 

月曜日、祝日、毎月末日を除く 

宍粟市ホームページ 募集期間最終日まで（終日） 

 

７. 意見を提出できる人 

①市内に住所を有する者 

②市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体 

③市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

④市内に存する学校に在学する者 
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⑤パブリックコメントに付す事案に利害関係を有する者 

 

８. 意見を提出する様式 

別添「意見書」のとおり 

 

９. 意見の提出方法 

方  法 閲 覧 時 間 

持参 上記閲覧場所にご提出ください。（市ホームページを除く） 

郵送 

産業部商工観光課まで郵送してください。 

〒６７１－２５９３ 

宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 

宍粟市役所 産業部 商工観光課 商工労政係 宛 

ファックス ０７９０－６３－１２８２ 

電子メール shokorosei-kk@city.shiso.lg.jp 

 

１０. 注意事項 

・意見を提出する際は、所定の様式により、必ず氏名及び住所をご記入ください。 

 （氏名及び住所の記載がない場合は無効とします。） 

・提出いただいた意見に対して、個別に回答はしません。 

・提出いただいた意見に対する市の考え方は、宍粟市ホームページ等により公表します。 

 なお、意見を提出いただいた方の氏名など、個人が特定できる情報は公開しません。 


